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定期監査等の結果について(回答) 

 

 

 平成２６年１月に実施されました定期監査等においてご指摘いただきました

事項について、下記のとおり回答いたします。 

 

 

記 

 

１．契約事務について 

  

選挙の開票事務の簡素、効率化を図るために、本年 7月に自動式投票用紙分類機

のリース契約を日本電子計算機（株）と５年間の長期継続契約を締結している。 

しかし、当該契約書中、債務負担行為に代わる翌年度以降の当該契約に係る予算

上の条項がなく、地方自治法第２３４条の３の長期継続契約にあたらないものと考

える。 

契約上、翌年度以降の契約は、予算措置のない契約にあたり、不適正なものであ

る。契約の締結にあたっては、関係課と充分なる協議と見直しを検討されたい。 

 

【措置内容】 

  今後、同様の契約については、事前に関係課と十分協議し、適正な契約事務の執

行に務めます。 

  なお、今回のリース契約料については、平成２５年度補正予算（平成２６年３月

議会提案）において、平成２５年度から平成２８年度までの債務負担行為を設定い

たします。 

 


